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令 和 ６ 年 11月 25日 

市長政策・市民協働課 

 

現地決済型ふるさと納税を導入します 

 

 ふるさと納税の寄附方法・返礼品の一つに、旅先の現地で寄附し、その場で返礼品として

電子クーポンを受け取ることができる「現地決済型」ふるさと納税があります。寄附者は発

行された電子クーポンを宿代や食事代の支払いに使えるほか、体験等や地場産品基準を満た

す物品購入の支払いに使うことができ、大変便利な寄附方法です。 

 当市でも令和７年４月より、この現地決済型ふるさと納税を導入します。これにより、従

来の地場産品だけでなく、市の魅力を伝えることができる体験や飲食の提供などのサービス

も返礼品とすることができるようになります。 

 

１ 導入時期  令和７年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ】 

担当：市長政策・市民協働課  

秘書広報広聴係 髙橋 

電話：0250-62-2510（内線2221） 

mail：furusato@city.agano.niigata.jp 阿賀野市イメージキャラクター 

「ごずっちょ」  

 


